
昭和二十二年法律第八十号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

第一条　各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九
万四千円を、それぞれ歳費  月額  として受ける。

第九条　各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信
をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。
２　前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税そ
の他の公課を課することができない。

第十条　各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式
会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律（昭和六十一年法律第八十八号）第一条第一
項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部
を改正する法律（平成十三年法律第六十一号）附則第二条第一項に規定する新会社及び旅
客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律（平成二十
七年法律第三十六号）附則第二条第一項に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料
金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しく
はこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法（昭和二十七年法律第二百三十一
号）第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第二十項に規定
する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。

第十一条　第三条から第六条まで（第四条の二を除く。）の規定は第九条の文書通信交通
滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗
車券及び航空券について準用する。この場合において、第三条及び第四条第一項中「日」
とあるのは、「当月分」と読み替えるものとする。

第十二条　議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額十六月分に相当する金額を
弔慰金としてその遺族に支給する。

第三条　議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙
により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選
人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。

第四条の二　第二条、第三条又は前条第一項の規定により歳費を受ける場合であつて、月
の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の
額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

第五条　衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月
分までの歳費を受ける。

第六条　各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何な
る場合でも、歳費を重複して受けることができない。
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第15条 職員が死亡した場合においては、その者が死亡した日における本給月額に100分
の 400の割合を乗じて得た額を弔慰金としてその遺族に支給する。

（埋葬料及び家族埋葬料）

第六十三条　組合員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつ
た者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、俸給の一月分に相当する金額を支給する。
ただし、その金額が六千円に満たない場合には、六千円とする。

２　前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者に対
し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

３　被扶養者（次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。）が死亡したときは、家族埋
葬料として、第一項の規定による埋葬料の金額の百分の五十に相当する金額を支給する。

第六十四条　第五十九条第二項の規定により療養に関する給付を受けている者（当該給付
が家族療養費である場合には、療養を受けている被扶養者。以下この項において「継続療
養受給者」という。）が死亡したとき、継続療養受給者であつた者がその給付を受けなく
なつた日後三月以内に死亡したとき、又は組合員であつた者が退職後三月以内に死亡した
ときは、前条の規定に準じて埋葬料又は家族埋葬料を支給する。
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